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○当課税期間の課税売上げ等の状況                 （単位：円） 

項 目 
税率6.24％ 

適用分 

税率7.8％  

適用分 
合計金額 

① 料金等収入（課税売上げ） － 120,000,000 120,000,000 

② 備品売却収入（課税売上げ） － 4,000,000 4,000,000 

50,000,000 

1,500,000 

③ 土地売却収入（非課税売上げ）   

④ 預金利息収入（非課税売上げ）   

⑤ 補助金収入    

交付要綱等において課税売上げにのみ

要する課税仕入れに使途が特定されて

いるもの（注1） 

1,100,000 18,900,000 20,000,000 

交付要綱等において課税売上げ及び非

課税売上げに共通して要する課税仕入

れに使途が特定されているもの（注1）

（注2）

 

800,000 14,200,000 15,000,000 

交付要綱等において人件費（通勤手当を

除く。）に充てることとされているもの

 

 10,000,000 

⑥ 寄附金収入 

 

3,000,000 

⑦ 配当金収入（出資に対するもの） 

 

 1,000,000 

⑧ 保険金収入 

 

2,500,000 

⑨ 課税仕入れ 

課税売上げにのみ要する課税仕入れ 3,100,000 47,400,000 50,500,000 

課税売上げ及び非課税売上げに共通し

て要する課税仕入れ 
3,130,000 26,870,000 30,000,000 

非課税売上げにのみ要する課税仕入れ

 

770,000 3,730,000 4,500,000 

  7,000,000 78,000,000 

 ⑩ 消費税の中間納付税額  761,900 

⑪ 地方消費税の中間納付税額  214,800 

（注1）内訳に示す税率が適用される課税仕入れ等にのみ使途が特定されている金額 

（注2）令和５年10月１日から令和６年３月31日までの期間に係る課税仕入れは、全て適格請求書発

　　 行事業者からの課税仕入れです。

 

 

 

 

 

 

 

１ 個別対応方式を採用している場合                        

⑴ 課税標準額                                    

（料金等収入）　   （備品売却収入） 

（120,000,000円 ＋ 4,000,000円）× 
100 

＝ 112,727,272円 
110 

・・・計算表１①Ｂ、付表2-3①Ｂ、付表1-3①-1Ｂ、第二表⑥        

→ 112,727,000円（1,000円未満切捨て） 

・・・付表1-3①Ｂ

（注）事例の場合、軽減税率（6.24％）が適用された取引がないため、付表1-3①Ｂ欄の金額を付表1-3①Ｃ（第
二表①、第一表①）欄に、付表1-3①-1Ｂ欄の金額を付表1-3①-1Ｃ（第二表⑦）欄にそれぞれ転記しま
す。

（ 合  計 ）

　公益財団法人○○協会の当課税期間（令和５年４月１日～令和６年３月31日）の課税売上高等の

状況は次のとおりです。

　なお、公益財団法人○○協会は令和５年10月１日から適格請求書発行事業者となり、それまでの

間は課税事業者です。令和５年10月１日から令和６年３月31日までの期間に係る売上税額及び仕入

税額の計算については割戻し計算を適用しています。

　また、課税売上げ及び課税仕入れの金額は、全て税込みの金額とします。
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(ﾊ) 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の税額        

① 税率6.24％適用分 

3,130,000円 × 
6.24 

＝ 180,844円・・・付表2-3⑳Ａ 
108 

② 税率7.8％適用分 

26,870,000円 × 
7.8 

＝ 1,905,327円・・・付表2-3⑳Ｂ 
110 

③ 合計額（①＋②） 

  （税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

  180,844円 ＋ 1,905,327円 ＝ 2,086,171円・・・付表2-3⑳Ｃ 
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⑵ 課税標準額に対する消費税額                               

 

 

   112,727,000円 × 7.8％ ＝ 8,792,706円 

・・・付表1-3②Ｂ、第二表⑯ 

 ⑶ 調整前の仕入控除税額の計算【計算表１を使用します】                   

調整前の仕入控除税額（特定収入に係る調整計算を行う前の課税仕入れ等の税額）を計算し

ます。  

○個別対応方式を採用した場合の調整前の仕入控除税額 

調整前の仕入控除税額 ＝ 

課税売上げにのみ要する 
課税仕入れ等の税額 

＋ 
課税売上げと非課税売上げに共通
して要する課税仕入れ等の税額 

× 課税売上割合 

   イ 課税売上割合                             
       112,727,272円(注1) 

＝ 
112,727,272円 

＝ 68.64...％ ＜ 95％ 
112,727,272円(注1)＋51,500,000円(注2) 164,227,272円 

・・・計算表５⑵⑩、付表2-3④・⑦・⑧、第一表⑮・⑯

（(1)の金額）  

    （注１）課税売上高（税抜き） ＝ 112,727,272円 ・・・計算表１①Ｃ、付表2-3⑤Ｃ 

                           （土地売却収入）    （預金利息収入） 

    （注２）非課税売上高 ＝ 50,000,000円 ＋ 1,500,000円 ＝ 51,500,000円 

・・・計算表１④Ｃ、付表2-3⑥Ｃ 

   ロ 調整前の仕入控除税額                            

(ｲ) 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等の税額               

① 税率6.24％適用分 

3,100,000円 × 
6.24 

＝   179,111円・・・付表2-3⑲Ａ 
108 

② 税率7.8％適用分 

47,400,000円 × 
7.8 

＝ 3,361,090円・・・付表2-3⑲Ｂ 
110 

 

 

（注）事例の場合、軽減税率（6.24％）が適用された取引がないため、付表1-3②Ｂ欄の金額を付表1-3②Ｃ（第
二表⑪、第一表②）欄に転記します。

③ 合計額（①＋②） 
 （税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

179,111円 ＋ 3,361,090円 ＝ 3,540,201円・・・付表2-3⑲Ｃ 

 (ﾛ) 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等の税額                          

記載省略 
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ロ 特定収入割合の計算（計算表３を使用します。）                 

 特定収入割合の計算を行い、特定収入に係る調整計算の要否を判定します。 

特定収入割合 ＝ 
特定収入の合計額 

資産の譲渡等の対価の額の合計額（注）＋特定収入の合計額 

（注）資産の譲渡等の対価の額の合計額 ＝ 課税売上高（税抜き） ＋ 免税売上高 
＋ 非課税売上高 ＋ 国外売上高 

＝ 
41,500,000円（計算表２⑴⑰Ａ） 

（112,727,272円＋51,500,000円）（計算表１⑥Ｃ）＋41,500,000円 

＝ 
41,500,000円 

＝ 20.2％（小数点第４位以下切上げ）・・・計算表３④ 
205,727,272円 

     → 特定収入割合が５％を超えているため、特定収入に係る調整計算を行う必要があります。
 

ハ 調整後税額の計算（計算表４・５⑵を使用します。）                

    計算表４を使用して調整割合を算出します。     

調整割合＝ 
6,500,000 

・・・計算表４④、計算表５⑵⑭  
170,727,272 

    (ｲ) 税率6.24％適用分                               

① 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る 

1,100,000円（計算表５⑵②）× 
6.24 

＝ 63,555円 
108 

・・・計算表５⑵③ 

  

税額
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⑷ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）の計算【計算表２～５を使用します】         

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入を区分します（計算表２⑴・２⑵を使用します。）     

                      （補助金収入）       （寄附金収入） （保険金収入）（配当金収入）  

 特定収入の合計額（注）＝（20,000,000円＋15,000,000円）＋3,000,000円＋1,000,000円＋2,500,000円

               
  ＝ 41,500,000円・・・計算表２⑴⑰Ａ 

（注）補助金等のうち、交付要綱等において人件費（通勤手当を除く。）に充てることとされているものは、

｢特定収入｣に該当しません。 

(ﾆ) 個別対応方式による仕入控除税額                      

① 税率6.24％適用分 

（(ｲ)①の金額）     （(ﾊ)①の金額）        （課税売上割合） 

179,111円 ＋ 180,844円 × 
112,727,272円 

＝ 303,244円 
164,227,272円 

       ・・・計算表５⑵①、付表2-3㉑Ａ 

② 税率7.8％適用分 
（(ｲ)②の金額）      （(ﾊ)②の金額）       （課税売上割合） 

3,361,090円 ＋ 1,905,327円 × 
112,727,272円 

＝ 4,668,925円 
164,227,272円 

       ・・・計算表５⑵①、付表2-3㉑Ｂ 

③ 合計額（①＋②） 

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

303,244円 ＋  4,668,925円 ＝  4,972,169円・・・付表2-3㉑Ｃ 
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⑤ 調整前の仕入控除税額から調整税額を差し引き、控除対象仕入税額を算出します。 
                （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾆ)①）   (④の金額） 

  控除対象仕入税額 ＝ 303,244円 － 103,199円 ＝ 200,045円 

・・・計算表５⑵⑱、付表2-3㉖Ａ、付表1-3④Ａ 

    (ﾛ) 税率7.8％適用分                             

① 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係
る税額
 

18,900,000円(計算表５⑵⑥)× 
7.8 

＝ 1,340,181円・・・計算表５⑵⑦ 
110 

② 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定され

ている特定収入に係る税額
 

14,200,000円(計算表５⑵⑧)× 
7.8 

＝ 1,006,909円 計算表５⑵⑨ 
110 

（課税売上割合・計算表５⑵⑩） 

1,006,909円 × 
112,727,272円 

＝691,152円 ・・・計算表５⑵⑪ 

・・・

164,227,272円 

③ 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（使途不特定の特定収入）に係る税額
 （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾆ)②）    （①の金額）        （②の金額） 

4,668,925円 － （1,340,181円 ＋ 691,152円） ＝ 2,637,592円 

・・・計算表５⑵⑫     ・・・計算表５⑵⑬ 
               （調整割合・計算表５⑵⑭） 

2,637,592円 × 
6,500,000円 

＝ 100,419円 ・・・計算表５⑵⑮ 
170,727,272円 

④ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）（①＋②＋③） 
（①の金額）       (②の金額)      （③の金額）  

       

1,340,181円 ＋ 691,152円 ＋ 100,419円 ＝ 2,131,752円 ・・・計算表５⑵⑯ 

⑤ 調整前の仕入控除税額から調整税額を差し引き、控除対象仕入税額を算出します。 
                  （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾆ)②）   (④の金額） 

  控除対象仕入税額 ＝ 4,668,925円 － 2,131,752円 ＝ 2,537,173円 

・・・計算表５⑵⑱、付表2-3㉖Ｂ、付表1-3④Ｂ 
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② 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されて
いる特定収入に係る税額

 

③ 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（使途不特定の特定収入）に係る税額
 

800,000円（計算表５⑵④）× 
6.24 

＝46,222円・・・計算表５⑵⑤ 
108 

（課税売上割合・計算表５⑵⑩） 

46,222円 × 
112,727,272円 

＝31,727円 ・・・計算表５⑵⑪ 
164,227,272円 

（調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾆ)①）     （①の金額）      （②の金額） 

303,244円 － （63,555円 ＋ 31,727円） ＝ 207,962円 

・・・計算表５⑵⑫    ・・・計算表５⑵⑬ 

               （調整割合・計算表５⑵⑭） 

207,962円 × 
6,500,000円 

＝ 7,917円 ・・・計算表５⑵⑮ 
170,727,272円 

④ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）（①＋②＋③） 
（①の金額）     (②の金額)    （③の金額）  

       63,555円 ＋ 31,727円 ＋ 7,917円 ＝ 103,199円 ・・・計算表５⑵⑯ 
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ロ 特定収入割合の計算（計算表３を使用します。）                 

 特定収入割合の計算を行い、特定収入に係る調整計算の要否を判定します。 

特定収入割合 ＝ 
特定収入の合計額 

資産の譲渡等の対価の額の合計額（注）＋特定収入の合計額 

（注）資産の譲渡等の対価の額の合計額 ＝ 課税売上高（税抜き） ＋ 免税売上高 
＋ 非課税売上高 ＋ 国外売上高 

＝ 
41,500,000円（計算表２⑴⑰Ａ） 

（112,727,272円＋51,500,000円）（計算表１⑥Ｃ）＋41,500,000円 

＝ 
41,500,000円 

＝ 20.2％（小数点第４位以下切上げ）・・・計算表３④ 
205,727,272円 

     → 特定収入割合が５％を超えているため、特定収入に係る調整計算を行う必要があります。
 

ハ 調整後税額の計算（計算表４・５⑵を使用します。）                

    計算表４を使用して調整割合を算出します。     

調整割合＝ 
6,500,000 

・・・計算表４④、計算表５⑵⑭  
170,727,272 

    (ｲ) 税率6.24％適用分                               

① 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る 

1,100,000円（計算表５⑵②）× 
6.24 

＝ 63,555円 
108 

・・・計算表５⑵③ 

  

税額
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⑷ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）の計算【計算表２～５を使用します】         

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入を区分します（計算表２⑴・２⑵を使用します。）     

                      （補助金収入）       （寄附金収入） （保険金収入）（配当金収入）  

 特定収入の合計額（注）＝（20,000,000円＋15,000,000円）＋3,000,000円＋1,000,000円＋2,500,000円

               
  ＝ 41,500,000円・・・計算表２⑴⑰Ａ 

（注）補助金等のうち、交付要綱等において人件費（通勤手当を除く。）に充てることとされているものは、

｢特定収入｣に該当しません。 

(ﾆ) 個別対応方式による仕入控除税額                      

① 税率6.24％適用分 

（(ｲ)①の金額）     （(ﾊ)①の金額）        （課税売上割合） 

179,111円 ＋ 180,844円 × 
112,727,272円 

＝ 303,244円 
164,227,272円 

       ・・・計算表５⑵①、付表2-3㉑Ａ 

② 税率7.8％適用分 
（(ｲ)②の金額）      （(ﾊ)②の金額）       （課税売上割合） 

3,361,090円 ＋ 1,905,327円 × 
112,727,272円 

＝ 4,668,925円 
164,227,272円 

       ・・・計算表５⑵①、付表2-3㉑Ｂ 

③ 合計額（①＋②） 

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

303,244円 ＋  4,668,925円 ＝  4,972,169円・・・付表2-3㉑Ｃ 



   ロ 納付税額                                 

   

         （差引税額）        （中間納付税額） 

   

    6,055,400円 － 761,900円 ＝ 5,293,500円・・・第一表⑪ 

  ハ 地方消費税（譲渡割額）の納税額                     
             （消費税の差引税額）  

6,055,400円 × 
22 

＝ 1,707,933円 
78         

        1,707,933円 → 1,707,900円（100円未満切捨て） ・・・付表1-3⑬、第一表⑳ 

   ニ 地方消費税の納付譲渡割額                             

    

          （譲渡割額納税額）     （中間納付税額） 

          1,707,900円 － 214,800円 ＝ 1,493,100円・・・第一表㉒ 

   ホ 消費税及び地方消費税の合計額                          

    

             (消費税額）         （地方消費税額） 

5,293,500円 ＋ 1,493,100円 ＝ 6,786,600円・・・第一表㉖  

 

 

 

  

計算表１　資産の譲渡等の対価の額の計算表

円円円

②

③

④

⑤

税率7.8％適用分

Ｂ
内　　　 　　　　　　　　容

合　計

Ｃ

課税標準額に対する消費税
額の計算の特例適用の課税
売上げ

非課税売上げ

資産の譲渡等の対価の額の合計額 ⑥

計算表３①、計算表４①へ

国外における資産の譲渡等の対価の額

51,500,000

税率6.24％適用分

Ａ

112,727,272

免税売上げ（輸出取引等）

164,227,272

課
税
売
上
げ

通常の課税売上げ・
役員への贈与及び低額譲渡

①

112,727,272

－41－

⑸ 納付税額の計算                                

  イ 差引税額                               
（課税標準に対する消費税額）   （控除対象仕入税額） 

（⑵）          （⑷ﾊ(ﾊ)） 

8,792,706円  －    2,737,218円 ＝ 6,055,488円 
 

6,055,488円 → 6,055,400円（100円未満切捨て） 

・・・付表1-3⑨・⑪、第一表⑨・⑱、第二表⑳・㉓ 

    (ﾊ) 控除対象仕入税額（(ｲ)＋(ﾛ)）                         
（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

200,045円 ＋  2,537,173円 ＝ 2,737,218円 

・・・付表2-3㉖Ｃ、付表1-3④Ｃ、第一表④ 

－50－



計算表２　特定収入の金額及びその内訳書（個別対応方式用）

(2)

※

円 円 円 円 円 円

(注)

うち課税・非
課税売上げに
共通して要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

ＨＧＦＥ

　課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入、課税・非課税売上げに
共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入の内訳書

　この表は、課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で個別対応方式を採用し
ている場合のみ、使用します。

内　　　　　　容

課税仕入れ等
（税率6.24％）
に係る特定収入

(計算表２(1)Ｂ)

課税仕入れ等
（税率7.8％）
に係る特定収入

(計算表２(1)Ｃ)

うち課税売上
げにのみ要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

うち課税・非
課税売上げに
共通して要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

うち課税売上
げにのみ要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

補 助 金 ・
交 付 金 等

②

租 税 ①

14,200,00018,900,00033,100,000800,0001,100,0001,900,000

出 資 に 対 す る
配 当 金

⑤

寄 附 金 ④

他 会 計 か ら の
繰 入 金

③

喜 捨 金 ⑨

会 費 ・ 入 会 金 ⑧

損 害 賠 償 金 ⑦

保 険 金 ⑥

借 入 金 ⑪

債 務 免 除 益 ⑩

出 資 の 受 入 れ ⑫

⑭

貸 付 回 収 金 ⑬

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者と
なった課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しませ
ん。

計算表５(2)⑥へ 計算表５(2)⑧へ

合　　計 ⑰

計算表５(2)②へ 計算表５(2)④へ

⑯

⑮

14,200,00018,900,00033,100,000800,0001,100,0001,900,000

計算表２　特定収入の金額及びその内訳書

(1)  特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の内訳書

円円円円円

計算表３②へ 計算表４②へ

(注)

Ｄ

租 税 ①

内　　　　容

資産の譲渡等の
対価以外の収入

左のうち
特定収入

Ａ－（Ｂ＋Ｃ）

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入以外
の特定収入｣)

Ａ

うち税率7.8％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され
ている金額

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｃ

うち税率6.24％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され
ている金額

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｂ

他会計からの繰入金 ③

補助金・交付金等 ②
45,000,000 35,000,000 33,100,0001,900,000 0

出資に対する配当金 ⑤
1,000,000

寄 附 金 ④
3,000,000

損 害 賠 償 金 ⑦

保 険 金 ⑥
2,500,000

1,000,000

3,000,000

2,500,000

1,000,000

3,000,000

2,500,000

喜 捨 金 ⑨

会 費 ・ 入 会 金 ⑧

借 入 金 ⑪

債 務 免 除 益 ⑩

貸 付 回 収 金 ⑬

出 資 の 受 入 れ ⑫

⑮

⑭

⑯

⑰合　　　計

計算表５(1)④、(3)④へ計算表５(1)②、(3)②へ

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者とな
った課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しません。

6,500,00033,100,0001,900,00041,500,00051,500,000

－42－
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   ロ 納付税額                                 

   

         （差引税額）        （中間納付税額） 

   

    6,055,400円 － 761,900円 ＝ 5,293,500円・・・第一表⑪ 

  ハ 地方消費税（譲渡割額）の納税額                     
             （消費税の差引税額）  

6,055,400円 × 
22 

＝ 1,707,933円 
78         

        1,707,933円 → 1,707,900円（100円未満切捨て） ・・・付表1-3⑬、第一表⑳ 

   ニ 地方消費税の納付譲渡割額                             

    

          （譲渡割額納税額）     （中間納付税額） 

          1,707,900円 － 214,800円 ＝ 1,493,100円・・・第一表㉒ 

   ホ 消費税及び地方消費税の合計額                          

    

             (消費税額）         （地方消費税額） 

5,293,500円 ＋ 1,493,100円 ＝ 6,786,600円・・・第一表㉖  

 

 

 

  

計算表１　資産の譲渡等の対価の額の計算表

円円円

②

③

④

⑤

税率7.8％適用分

Ｂ
内　　　 　　　　　　　　容

合　計

Ｃ

課税標準額に対する消費税
額の計算の特例適用の課税
売上げ

非課税売上げ

資産の譲渡等の対価の額の合計額 ⑥

計算表３①、計算表４①へ

国外における資産の譲渡等の対価の額

51,500,000

税率6.24％適用分

Ａ

112,727,272

免税売上げ（輸出取引等）

164,227,272

課
税
売
上
げ

通常の課税売上げ・
役員への贈与及び低額譲渡

①

112,727,272

－41－

⑸ 納付税額の計算                                

  イ 差引税額                               
（課税標準に対する消費税額）   （控除対象仕入税額） 

（⑵）          （⑷ﾊ(ﾊ)） 

8,792,706円  －    2,737,218円 ＝ 6,055,488円 
 

6,055,488円 → 6,055,400円（100円未満切捨て） 

・・・付表1-3⑨・⑪、第一表⑨・⑱、第二表⑳・㉓ 

    (ﾊ) 控除対象仕入税額（(ｲ)＋(ﾛ)）                         
（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

200,045円 ＋  2,537,173円 ＝ 2,737,218円 

・・・付表2-3㉖Ｃ、付表1-3④Ｃ、第一表④ 



計算表２　特定収入の金額及びその内訳書（個別対応方式用）

(2)

※

円 円 円 円 円 円

(注)

うち課税・非
課税売上げに
共通して要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

ＨＧＦＥ

　課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入、課税・非課税売上げに
共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入の内訳書

　この表は、課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で個別対応方式を採用し
ている場合のみ、使用します。

内　　　　　　容

課税仕入れ等
（税率6.24％）
に係る特定収入

(計算表２(1)Ｂ)

課税仕入れ等
（税率7.8％）
に係る特定収入

(計算表２(1)Ｃ)

うち課税売上
げにのみ要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

うち課税・非
課税売上げに
共通して要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

うち課税売上
げにのみ要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

補 助 金 ・
交 付 金 等

②

租 税 ①

14,200,00018,900,00033,100,000800,0001,100,0001,900,000

出 資 に 対 す る
配 当 金

⑤

寄 附 金 ④

他 会 計 か ら の
繰 入 金

③

喜 捨 金 ⑨

会 費 ・ 入 会 金 ⑧

損 害 賠 償 金 ⑦

保 険 金 ⑥

借 入 金 ⑪

債 務 免 除 益 ⑩

出 資 の 受 入 れ ⑫

⑭

貸 付 回 収 金 ⑬

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者と
なった課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しませ
ん。

計算表５(2)⑥へ 計算表５(2)⑧へ

合　　計 ⑰

計算表５(2)②へ 計算表５(2)④へ

⑯

⑮

14,200,00018,900,00033,100,000800,0001,100,0001,900,000

計算表２　特定収入の金額及びその内訳書

(1)  特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の内訳書

円円円円円

計算表３②へ 計算表４②へ

(注)

Ｄ

租 税 ①

内　　　　容

資産の譲渡等の
対価以外の収入

左のうち
特定収入

Ａ－（Ｂ＋Ｃ）

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入以外
の特定収入｣)

Ａ

うち税率7.8％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され

ている金額
(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｃ

うち税率6.24％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され
ている金額

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｂ

他会計からの繰入金 ③

補助金・交付金等 ②
45,000,000 35,000,000 33,100,0001,900,000 0

出資に対する配当金 ⑤
1,000,000

寄 附 金 ④
3,000,000

損 害 賠 償 金 ⑦

保 険 金 ⑥
2,500,000

1,000,000

3,000,000

2,500,000

1,000,000

3,000,000

2,500,000

喜 捨 金 ⑨

会 費 ・ 入 会 金 ⑧

借 入 金 ⑪

債 務 免 除 益 ⑩

貸 付 回 収 金 ⑬

出 資 の 受 入 れ ⑫

⑮

⑭

⑯

⑰合　　　計

計算表５(1)④、(3)④へ計算表５(1)②、(3)②へ

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者とな
った課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しません。

6,500,00033,100,0001,900,00041,500,00051,500,000

－43－
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計算表５　控除対象仕入税額の調整計算表（個別対応方式用）

(2)

円円

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

 ③＋⑪  ⑦＋⑪

⑬

⑮

⑯

(注)

　○　税率6.24％適用分の⑰欄の金額が
・プラスの場合 ⇒

・マイナス（△）の場合 ⇒

　○　税率7.8％適用分の⑰欄の金額が
・プラスの場合 ⇒

・マイナス（△）の場合 ⇒

 ⑨×⑩

691,15231,727

164,227,272
課税売上割合（準ずる割合の承認を受けている場合はその割合） ⑩

⑤×⑩、⑨×⑩（いずれも１円未満の端数切捨て） ⑪
 ⑤×⑩

112,727,272

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等（税率7.8％）にのみ使途が特
定されている特定収入（計算表２(2)⑰Ｇ）

課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等（税率6.24％）
にのみ使途が特定されている特定収入（計算表２(2)⑰Ｆ）

14,200,000

800,000

④×　　　（１円未満の端数切捨て）
46,222

1,006,909
⑧×　　　（１円未満の端数切捨て）

18,900,000

⑥×　　　（１円未満の端数切捨て）
1,340,181

課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等（税率7.8％）に
のみ使途が特定されている特定収入（計算表２(2)⑰Ｈ）

2,031,333

①－⑫
207,962 2,637,592

調整割合（計算表４④） ⑭

③＋⑪、⑦＋⑪ ⑫
95,282

6,500,000
170,727,272

　「申告書付表２－３」の㉕Ａ欄〔控除過大調整税
額〕へ転記します。

　「申告書付表２－３」の㉔Ｂ欄及び「申告書付表１－３」の④Ｂ欄〔控除対
象仕入税額〕へ転記します。

　「申告書付表２－３」の㉕Ｂ欄〔控除過大調整税額〕へ転記します。

100,419

特定収入に係る課税仕入れ等の税額（⑫＋⑮）
103,199 2,131,752

控除対象仕入税額（①－⑯） ⑰
200,045 2,537,173

⑬×⑭（１円未満の端数切捨て）
7,917

　⑬、⑮、⑯、⑰欄の計算結果がマイナスの場合には、「△」で表示します。

　「申告書付表２－３」の㉔Ａ欄及び「申告書付表
１－３」の④Ａ欄〔控除対象仕入税額〕へ転記しま
す。

　課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で個別対応方式を採用している場合

内　　　 　　　　　　　　容 税率6.24％適用分 税率7.8％適用分

②×　　　（１円未満の端数切捨て）

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等（税率6.24％）にのみ使途が
特定されている特定収入（計算表２(2)⑰Ｅ） 1,100,000

63,555

調整前の課税仕入れ等の税額の合計額 ①

4,668,925303,244

7.8

110

6.24

108

6.24

108

7.8

110

計算表３　特定収入割合の計算表

円

②

③

％

(注)

　○　特定収入割合が

・５％を超える場合 ⇒

・５％以下の場合 ⇒

　④欄は、小数点第４位以下の端数を切り上げて、百分率で記入してください。

　課税仕入れ等の税額の調整が必要です。引き続き「計算表４、
５」の作成を行います。

　課税仕入れ等の税額の調整は不要です。通常の計算により計算し
た課税仕入れ等の税額の合計額を控除対象仕入税額として申告書の
作成を行います。

等　　　額　　　金容　　　　　　　　 　　　内

特定収入の合計額（計算表２(1)⑰Ａ）

分母の額（①＋②）

④）③÷②（合割入収定特
20.2

資産の譲渡等の対価の額の合計額（計算表１⑥Ｃ） ①

205,727,272

41,500,000

164,227,272

計算表４　調整割合の計算表

円

②

③

④合割整調

計算表５(1)⑦、(2)⑭、(3)⑨へ

6,500,000
170,727,272

内　　　 　　　　　　　　容 金　　　額　　　等

課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（計算表２(1)⑰Ｄ）

分母の額（①＋②）

資産の譲渡等の対価の額の合計額（計算表１⑥Ｃ） ①

170,727,272

6,500,000

164,227,272

②の金額

③の金額

－44－
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691,15231,727

164,227,272

14,200,000

800,000

46,222

1,006,909

18,900,000

1,340,181

2,031,333

207,962 2,637,592

95,282

6,500,000
170,727,272

100,419

103,199 2,131,752

200,045 2,537,173

7,917

1,100,000

63,555

4,668,925303,244
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令和５・４・１～令和６・３・31
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164,227,272

14,200,000

800,000

46,222

1,006,909

18,900,000

1,340,181

2,031,333

207,962 2,637,592
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6,500,000
170,727,272

100,419

103,199 2,131,752

200,045 2,537,173

7,917

1,100,000

63,555

4,668,925303,244
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令和５・４・１～令和６・３・31

112,727,272
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1 1 2 7 2 7

1 1 2 7 2 7 2 7 2

1 1 2 7 2 7 2 7 2

8 7 9 2 7 0 6
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２ 一括比例配分方式を採用している場合                        

⑴ 課税標準額                                    

個別対応方式を採用している場合（Ｐ46⑴）と同様です。 

→  112,727,000円 
 

⑵ 課税標準額に対する消費税額                               

個別対応方式を採用している場合（Ｐ47⑵）と同様です。 

→  8,792,706円  

⑶ 調整前の仕入控除税額の計算【計算表１を使用します】                   

   イ 課税売上割合                             

個別対応方式を採用している場合（Ｐ47⑶イ）と同様です。 

 
112,727,272円 

＝ 68.64...％ ＜ 95％ 
164,227,272円 

   ロ 調整前の仕入控除税額                            

(ｲ) 課税仕入れに係る消費税額                             

① 税率6.24％適用分 

7,000,000円 × 
6.24 

＝ 404,444円・・・付表2-3⑩Ａ 
108 

② 税率7.8％適用分 

78,000,000円 × 
7.8 

＝ 5,530,909円・・・付表2-3⑩Ｂ 
110 

③ 合計額（①＋②） 

（税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

404,444円 ＋ 5,530,909円 ＝ 5,935,353円・・・付表2-3⑩Ｃ 

(ﾛ) 一括比例配分方式による仕入控除税額                               

① 税率6.24％適用分 

  （(ｲ)①の金額）    （課税売上割合） 

404,444円 × 
112,727,272円 

＝ 277,614円 
164,227,272円 

・・・計算表５⑶①、付表2-3㉒Ａ 

② 税率7.8％適用分 

  （(ｲ)②の金額）       （課税売上割合） 

5,530,909円 × 
112,727,272円 

＝ 3,796,472円 
164,227,272円 

・・・計算表５⑶①、付表2-3㉒Ｂ 

－58－

③ 合計額（①＋②） 
（税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

 277,614円 ＋ 3,796,472円 ＝ 4,074,086円 ・・・付表2-3㉒Ｃ 

 

－59－



⑷ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）の計算【計算表２～５を使用します】         

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入を区分します（計算表２⑴を使用します。）     

 個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷イ）と同様です。 

→ 特定収入の合計額 ＝ 41,500,000円 

ロ 特定収入割合の計算（計算表３を使用します。）                 

個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷ロ）と同様です。 

41,500,000円 
＝ 20.2％（小数点第４位以下切上げ） 

205,727,272円 

     → 特定収入割合が５％を超えているため、特定収入に係る調整計算を行う 

必要があります。 

ハ 調整後税額の計算（計算表４・５⑶を使用します。）                

    個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷ハ）と同様です。 

調整割合＝ 
6,500,000 
170,727,272 

     (ｲ) 税率6.24％適用分                         

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る税額 

1,900,000円（計算表５⑶②）× 
6.24 

＝ 109,777円 
108 

（課税売上割合・計算表５⑶⑥） 

109,777円（計算表５⑶③）× 
112,727,272円 

＝ 75,352円 
164,227,272円 

・・・計算表５⑶⑦ 

② 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（使途不特定の特定収入）に係る税額
 （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)①） （①の金額）   

277,614円 － 75,352円 ＝ 202,262円・・・計算表５⑶⑧ 

                （調整割合・計算表５⑶⑨） 

202,262円 × 
6,500,000 円 

＝ 7,700円・・・計算表５⑶⑩ 
170,727,272円 

③  特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）（①＋②） 

（①の金額）   (②の金額)  

 

  
     75,352円 ＋ 7,700円 ＝ 83,052円・・・計算表５⑶⑪ 

 

－57－

④  調整前の仕入控除税額から調整税額を差し引き、控除対象仕入税額を算出します。
 

              （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)①） (③の金額） 

  控除対象仕入税額 ＝ 277,614円 － 83,052円 ＝ 194,562円 

・・・計算表５⑶⑬、付表2-3㉖Ａ、付表1-3④Ａ 

    (ﾛ) 税率7.8％適用分                          

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る税額 

33,100,000円(計算表５⑶④) × 
7.8 

＝2,347,090円 
110     

  
 

・・・計算表５⑶⑤ 

2,347,090円 

（課税売上割合・計算表５⑶⑥）

× 
112,727,272円 

＝ 1,611,066円 ・・・計算表５⑶⑦ 
164,227,272円 

(計算表５⑶⑤) 

・・・計算表５⑶③ 

－60－



⑷ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）の計算【計算表２～５を使用します】         

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入を区分します（計算表２⑴を使用します。）     

 個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷イ）と同様です。 

→ 特定収入の合計額 ＝ 41,500,000円 

ロ 特定収入割合の計算（計算表３を使用します。）                 

個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷ロ）と同様です。 

41,500,000円 
＝ 20.2％（小数点第４位以下切上げ） 

205,727,272円 

     → 特定収入割合が５％を超えているため、特定収入に係る調整計算を行う 

必要があります。 

ハ 調整後税額の計算（計算表４・５⑶を使用します。）                

    個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷ハ）と同様です。 

調整割合＝ 
6,500,000 
170,727,272 

     (ｲ) 税率6.24％適用分                         

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る税額 

1,900,000円（計算表５⑶②）× 
6.24 

＝ 109,777円 
108 

（課税売上割合・計算表５⑶⑥） 

109,777円（計算表５⑶③）× 
112,727,272円 

＝ 75,352円 
164,227,272円 

・・・計算表５⑶⑦ 

② 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（使途不特定の特定収入）に係る税額
 （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)①） （①の金額）   

277,614円 － 75,352円 ＝ 202,262円・・・計算表５⑶⑧ 

                （調整割合・計算表５⑶⑨） 

202,262円 × 
6,500,000 円 

＝ 7,700円・・・計算表５⑶⑩ 
170,727,272円 

③  特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）（①＋②） 

（①の金額）   (②の金額)  

 

  
     75,352円 ＋ 7,700円 ＝ 83,052円・・・計算表５⑶⑪ 

 

－57－

④  調整前の仕入控除税額から調整税額を差し引き、控除対象仕入税額を算出します。
 

              （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)①） (③の金額） 

  控除対象仕入税額 ＝ 277,614円 － 83,052円 ＝ 194,562円 

・・・計算表５⑶⑬、付表2-3㉖Ａ、付表1-3④Ａ 

    (ﾛ) 税率7.8％適用分                          

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る税額 

33,100,000円(計算表５⑶④) × 
7.8 

＝2,347,090円 
110     

  
 

・・・計算表５⑶⑤ 

2,347,090円 

（課税売上割合・計算表５⑶⑥）

× 
112,727,272円 

＝ 1,611,066円 ・・・計算表５⑶⑦ 
164,227,272円 

(計算表５⑶⑤) 

・・・計算表５⑶③ 

② 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（使途不特定の特定収入）に係る税額 
（調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)②）   （①の金額）   

3,796,472円 － 1,611,066円 ＝ 2,185,406円・・・計算表５⑶⑧ 

 

                 （調整割合・計算表５⑶⑨） 

2,185,406円 × 
6,500,000円 

＝ 83,203円・・・計算表５⑶⑩ 
170,727,272円 

③ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）（①＋②） 
（①の金額）      (②の金額)  

       1,611,066円 ＋ 83,203円 ＝ 1,694,269円・・・計算表５⑶⑪ 

④ 調整前の仕入控除税額から調整税額を差し引き、控除対象仕入税額を算出します。

 
                 （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)②）   (③の金額） 

  控除対象仕入税額 ＝ 3,796,472円 － 1,694,269円 ＝ 2,102,203円 

・・・計算表５⑶⑬、付表2-3㉖Ｂ、付表1-3④Ｂ 

    (ﾊ) 合計額（(ｲ)＋(ﾛ)）                         

（税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

194,562円 ＋ 2,102,203円 ＝ 2,296,765円 

・・・付表2-3㉖Ｃ、付表1-3④Ｃ、第一表④  

⑸ 納付税額の計算                                

  イ 差引税額                                  

（課税標準に対する消費税額） 　 （控除対象仕入税額） 

（⑵）         　    （⑷ﾊ(ﾊ)） 

8,792,706円  －    2,296,765円 ＝ 6,495,941円 
 6,495,941円 → 6,495,900円（100円未満切捨て） 

・・・付表1-3⑨・⑪、第一表⑨・⑱、第二表⑳・㉓ 

－58－

   ロ 納付税額                                 

     

    

      （差引税額）       （中間納付税額） 

        6,495,900円 － 761,900円 ＝ 5,734,000円 ・・・第一表⑪ 

  ハ 地方消費税（譲渡割額）の納税額                     

（消費税の差引税額）  

6,495,900円 × 
22 

＝ 1,832,176円 
78         

       1,832,176円 → 1,832,100円（100円未満切捨て） ・・・付表1-3⑬、第一表⑳ 

   

ニ 地方消費税の納付譲渡割額                             

       
  

  （譲渡割額納税額）   （中間納付税額） 

       1,832,100円 － 214,800円 ＝ 1,617,300円・・・第一表㉒ 

 
   ホ 消費税及び地方消費税の合計額                          

            （消費税額）       （地方消費税額） 

5,734,000円 ＋ 1,617,300円 ＝ 7,351,300円・・・第一表㉖ 

計算表１～４については個別対応方式を採用している場合の記載（計算表１についてはＰ50、
計算表２⑴についてはＰ51、計算表３・４についてはＰ53）を参照してください。 
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　「特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算表１～５-２」は国税庁ホームページ（国、

地方公共団体や公共・公益法人等と消費税）からダウンロードすることができます。
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納 税 地

税務署長殿
所
管

要
否

整理
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申 告 区 分

通 信 日 付 印

年 月 日
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